
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

1 事業の方針

2 事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

非公開 ４人 17,551

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市北区
学南町

４人 22,176

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市北区
法界院

４人 20,866

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

令和4年4月
～令和5年3月

15歳から20歳までの自立を目指す女子：
利用者6名以上

令和4年4月
～令和5年3月

15歳から20歳までの自立を目指す男子：
利用者6名以上

定款の事業名 事 業 内 容

自立援助ホーム運営事業
女子用自立援助ホーム「あてんぽ」の運営。虐待等の理由から家庭で生
活できない子どもたちが働きながら自立することを目標に生活支援を行
う。

定款の事業名 事 業 内 容

自立援助ホーム運営事業
男子用自立援助ホーム「学南ホーム」の運営。虐待等の理由から家庭で
生活できない子どもたちが働きながら自立することを目標に生活支援を
行う。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

子どもシェルター運営事業
子どもの緊急避難場所として子どもシェルター「モモの家」を運営。子
どもたちが安心して気力を恢復できるように寄り添い、次の生活場所が
確保できるまで支援を行う。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

令和4年4月
～令和5年3月

15歳から20歳までの緊急避難を要する女
子：利用者10名

令和4年度事業計画書
令和4年4月1日から令和5年3月31日

①今年度より、社会福祉法人格取得のための具体的な準備を進める。

②職員が安心して長く働くことが出来るよう、待遇改善および職場環境の整備を職員と共に検討す
る。

③今年度も、各ホームに入所した子どもからの感想や意見を聴くために、入所後1か月を目途に、子ど
も担当弁護士と岡山弁護士会子どもの権利委員会の協力を得て、ヒヤリングを行う。（子どもの意見
表明権の保障）

④今年度より、遺贈による子ども基金（枝松百合子基金）を始動する。本基金は、寄付者のご遺志を
尊重し、モモの各ホームに在籍している子どもや、以前在籍したことのある子ども・若者に対して、
それぞれの自立の節目における祝い金や、学ぶために必要な教材を確保するための資金等に充てる。

⑤入所中から退所後の子どもの生活を支えるため、今年度も各ホームとアフターケアが連携する。

⑥ボランティアスタッフや他団体とも連携・協力した支援体制づくりに力を入れる。今年度は支援体
制の基盤強化として、ボランティアコーディネートに力を入れる。

⑥アフターケア事業は岡山市の委託事業として6年目を迎える。年々拡大する支援対象者とニーズに対
して、組織として継続的な支援を行うため、これまでの支援内容の分析を行い、その結果を多くの市
民の方に周知する機会を作り、社会全体で子ども・若者を支える機運を高める活動を行う。

定款の事業名 事 業 内 容



実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市北区
清輝橋

１０人 11,505

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市北区
岡町

３人 2,450

実施場所 従事者の人数 支出額(千円)

岡山市北区
岡町

１０人 1,275

その他、この法人の目的を達成するた
めに必要な活動

休眠預金助成金を活用し、アフターケアの支援拠点の充実・強化事業を
3か年計画で実施するため、最終年度として、今後のアフターケアの支
援体制を整えるための、ソフト面とハード面の両面の整備を行う。
人勢育成事業として「ボランティアスタッフ養成講座」を実施する。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

令和4年4月
～令和5年3月

児童養護施設等を退所した子ども等

定款の事業名 事 業 内 容

その他、この法人の目的を達成するた
めに必要な活動

岡山県共同募金会「地域から孤独をなくそう」ささえあいプロジェクト
として、「アフターケア新拠点での支援メニューの開拓と構築」と「支
援力向上のための内部研修」を行う。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

児童養護施設等を退所した子ども等
令和4年4月

～令和5年3月

定款の事業名 事 業 内 容

定款の事業名 事 業 内 容

児童養護施設等退所者に対するアフ
ターケア事業

子どもシェルターや自立援助ホームを退所した子どもに対する「フォ
ローアップ事業」、児童養護施設等を退所した子ども・若者に対する
「アフターケア事業」としてアフターケア相談所「ｅｎ」を開設し、他
のNPOや関係機関等と連携して、児童養護施設等を退所した子どもや若
者が、社会的に自立した生活を送れるよう、居場所の提供、生活支援、
就労支援、住居支援等を行う。

実施日時 受益対象者の範囲及び人数

令和4年4月
～令和5年3月

児童養護施設等を退所した子ども等：利
用者のべ2,000件


